
Ⅳ 学校法人会計 

３ 私立学校振興助成法第14条の規定に基づく計算書類及び収支予算書の届出  

留意事項・関係書類等・根拠法令等 

■留意事項 

 １ 収支予算書及び資金収支予算内訳表を添付すること。 

 ２ 事業活動収支計算書及び事業活動収支予算内訳表を添付すること。 

 ３ 原則として、公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付すること。 

 

■根拠法令等 

 私立学校振興助成法14②、昭和53年10月13日付け学文第142号通知 
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（別紙様式第４号） 

年  月  日 

 岩手県知事        様 

 

                法人所在地（個人の場合は住所） 

                法人名（個人の場合は「・・幼稚園設置者」と書く） 

                代表者職氏名（個人の場合は氏名）      □印  

 

 

   私立学校振興助成法第14条の規定に基づく計算書類及び収支予算書の届出 

について 

 学校法人会計基準に従った本法人（本幼稚園）の計算書類及び収支予算書を私立学校振

興助成法第14条第２項の規定により、下記のとおりお届けします。 

記 

１     年度 資金収支計算書、資金収支内訳表及び人件費支出内訳表 

２     年度 事業活動収支計算書及び事業活動収支内訳表 

３     年度 貸借対照表、固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表 

４     年度 損益計算書（収益事業がある場合） 

５     年度 資金収支予算書及び資金収支予算内訳表 

６     年度 事業活動収支予算書及び事業活動収支予算内訳表 

 

 

（Ａ４） 
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